
　　母体保護法指定医師等届出一覧
　　　平成30年2月1日～

申請・届出事項 提出書類 備　　考

Ⅰ （1）指定医師申請書 （様式1の1号）
（様式1の2号）

指定医として （2）郡市医師会長の意見書 （様式２号）

申請する場合 （3）履歴書（これに準ずるもの） （様式３号） 審査手数料 15,000円
（4）日本産科婦人科学会の専門医は 指定手数料 3,000円

「専門医証」の写し 表示掲示板 1,400円
　　 専門医でない者は、主任指導医

　　 の発行する「指導証明書」 （様式４号） 合計 19,400円
（5）研修症例実施報告書 (様式４の添付書類) （附則様式）
（6）誓約書 （様式５号）

（7）受講証明書（母体保護法指定医師
　　 研修会参加証）

Ⅱ （1）指定医師の就業施設等変更申請書 （様式16号）
就業施設を変更 （2）新勤務地の設備指定証の写し 審査手数料 2,000円
する場合 （就業施設変更の場合） 指定手数料 1,000円

（3）戸籍謄本（抄本）
氏名を変更する場合 （指定医師の氏名変更の場合） 合計 A  3,000円

（4）指定医師証（紛失の場合は、紛失届）
設備指定も同時に ※変更後の施設が設備指定を受けていない場合は、 設備審査手数料 B  8,000円
申請した場合 Ⅳの設備指定申請を同時に行うこと 設備指定手数料 C  2,000円

合計(A+B+C) 13,000円
Ⅲ （1）指定医師の指定辞退届 （様式17号）
指定医師を辞退 （2）指定医師証（紛失の場合は紛失届）
する場合

Ⅳ （1）設備指定申請書 （様式６号） 審査手数料 8,000円
設備指定取得を （2）指定医師証の写し 指定手数料 2,000円
申請する場合 （3）産婦人科施設の平面図

（4）無床診療所の設備指定における連携施設証明書 合計 10,000円
　　（入院設備を有しない場合は必須）

Ⅴ （1）設備指定変更届 （様式７号）

指定を受けた設備 （2）産婦人科施設の平面図
内容を変更する場合（3）設備指定証（紛失の場合は紛失届）

（4）無床診療所の設備指定における連携施設証明書
　　（入院設備を有しなくなる場合は必須）

Ⅵ （1）設備指定辞退届 （様式８号）

設備指定を （2）設備指定証（紛失の場合は紛失届）
辞退する場合



申請・届出事項 提出書類 備　　考

Ⅶ （1）母体保護指定医師更新申請書 （様式15号） 審査手数料 5,000円
指定更新の （2）指定医師証（紛失の場合は紛失届） 指定手数料 3,000円
申請をする場合 （3）母体保護法指定医師研修会参加証

（4）日本産婦人科医会研修参加証（6枚）を 合計 8,000円
　貼った研修記録手帳等、研修の受講を証明するもの

Ⅷ （1）指定医師研修機関指定申請書又は （様式９号） 審査手数料 3,000円
指定医師研修機関の 　　　　指定医師研修連携施設登録申請書 （様式10号） 指定・登録手数料

指定又は指定医師 （2）指定医師証の写し 2,000円
研修連携施設の登録

合計 5,000円

Ⅸ （1）指定医師研修機関辞退届 （様式13号）
指定医師研修機関の 　　　　又は指定医師研修連携施設辞退届 （様式14号）
指定又は指定医師 （2）指定通知書又は登録通知書
研修連携施設の登録　　（紛失の場合は紛失届）

を辞退する場合

をする場合


